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研究要旨 

リスク管理に関する研究として、突発的水質事故等による水質異常時の対応に関す

る検討を行った。まず、日本の水質異常時の水道の対応について整理した。現行では、

健康影響を考慮して設定された水質基準項目の水質異常時においては、基準値超過が

継続すると見込まれ、人の健康を害する恐れがある場合には、取水及び給水の緊急停

止を講じることとされている。この中には、ホルムアルデヒドのように長期的な健康

影響（慢性毒性）を考慮して設定された項目も含まれる。このため、現行の対応にお
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いては、(1) 慢性毒性を考慮して設定された項目が基準値を超えた際に「人の健康を害

する恐れ」があるかどうかを判断することが難しい、(2) 摂取制限を行いながら給水継

続をすることで給水停止を回避するというような柔軟な対応が取りにくい、という問

題点があることが示された。 

次に、米国、英国など諸外国における水質異常時の対応について調査した結果、米

国、英国等では原則給水停止を行わず使用制限等によって給水を継続すること、その

理由としてトイレ用水、消防用水等の確保による衛生状態や都市機能の維持を重視し

ていること、また、住民への通知・広報対策を重視していること等が示された。 

また、水道汚染物質に関する急性/亜急性評価値に関して、米国環境保護庁による健

康に関する勧告値を中心に、設定方法や根拠について調査を行い、日本の基準項目に

ついて割当率、体重及び飲水量のみで換算した評価値を試算した。 

以上の検討により、摂取制限等を行いつつ給水を継続することを水質異常時対応の

選択肢に加えることは、公衆衛生・都市機能の維持の面からも重要であると考えられ

た。なお、これらの研究成果は厚生科学審議会生活環境水道部会、水質基準逐次改正

検討会などでの検討資料として活用された。 

複合曝露評価に関する研究では、カルバメート系農薬 13 種について Hazard index

法及び Relative potency factor 法による評価を行った。 

パーフルオロカルボン酸(PFCA)類は、環境蓄積性汚染物質として知られている。パ

ーフルオロドデカン酸 (PFDoA)を投与したラットの血中濃度を測定した結果、長鎖

PFCA 類の炭素鎖依存的な毒性強度の違いには、薬物動態学的な要因が関与している可

能性が示唆された。 

複数曝露経路を考慮に入れた曝露量評価では、PBPK モデルを用いて経口、吸入、経

皮からのクロロホルム総体内負荷量を算定し、経口換算の総曝露量で表すことによっ

て、経口の 1 日耐容摂取量(TDI)との比較を可能にした。さらに、食品摂取量や入浴時

間などを変数としたモンテカルロシミュレーションを行うことで、経口換算総曝露量

の確率分布を求めた。現状の水質基準値に一致する 0.06 mg/L のクロロホルム濃度の水

道水を２L/日飲用し、生活用水に使用した場合でも、経口換算総曝露量が TDI を上回

る確率は低く、用量と TDI との間には十分なマージンがあることが示された。総曝露

量の 95%値が TDI と一致する場合、水道水の割当率は 34%と推定された。 

 

A. 研究目的 

水質事故等による水質基準値超過時の対応

に関する検討に関する背景として、以下の２つ

の大きな水質事故がある。平成 24 年 5 月の利

根川水系のホルムアルデヒド前駆物質による

水質事故の際には、給水人口 87 万人の区域で

給水停止に至ったため、市民生活に大きな影響

が生じた。一方、平成 23 年 3 月に発生した東

電福島第一原発からの放射性物質の大量放出

事故の際には、摂取制限を行い、飲用水、乳児

用の水は確保しつつ、給水を継続する措置が講

じられたところである。 

水道水は飲用のみならず、家庭では大部分が

トイレ、手洗い、調理、洗濯、風呂、洗浄等に

使用されている。また、各種産業においては、

医療施設で使用されている水道水や空調用水、
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冷却水、消防用水等の都市活動に使用されてい

る水道水が途絶えることは、市民の安全と経済

社会に深刻な影響を及ぼすことになる。給水車

等による応急給水でこれらの生活用水をまか

なうことは困難であり、断水が市民生活に大き

な影響を及ぼす。このことから、水質事故発生

時などの非常時に市民の安全と利便性を確保

するため、摂取制限による給水継続の対応を行

うことに関する検討を行った。 

水道汚染物質に関する急性/亜急性評価値に

関して、米国環境保護庁  (Environmental 

Protection Agency: EPA)によって設定された健

康に関する勧告値 (Health advisory: HA)を中心

に、設定方法等について調査を行った。さらに、

HA の考え方に基づき、日本の基準項目につい

て割当率、体重及び飲水量のみで換算した評価

値を試算した。 

水道水中の農薬に関する複合曝露評価手法

を検討するために、農薬類の中で共通の作用と

して最も良く知られているコリンエステラー

ゼ (ChE)阻害作用に焦点を当て、複合曝露評価

を試みた。本年度は、カルバメート系農薬につ

いて Hazard index (HI)法及び Relative potency 

factor (RPF)法による評価を行った。 

パーフルオロカルボン酸 (PFCA)類は、環境

中での残留性が高く、ヒト健康への影響が懸念

されている。炭素数 12 以上の長鎖 PFCA につ

いては、炭素数が長い程毒性は弱まることが明

らかとなっている。本研究では、長鎖 PFCA

類の毒性強度の違いの要因を明らかにするこ

とを目的としている。本年度は、炭素数 12 の

パーフルオロドデカン酸 (PFDoA)を投与した

ラットの血清中 PFCA 濃度を測定した。 

複数曝露経路を考慮に入れた経口換算総曝

露量、および割当率と間接飲水量の推定に関す

る研究においては、水道水質基準における評価

値と水への割当率を合理的に算出する方法を

提案することを目的とした。 

 

B. 研究方法 

1. 水質事故等による水質基準値超過時の対応

に関する検討 

水質基準値等の位置づけ、および水質異常時

の対応について水道法や水道課長通知類など

によって、現行の対応に関する整理を行った。

次に、給水継続・停止と摂取制限に関する利点

と欠点について整理した。また、水質事故時の

復旧に係る時間についての検討を行った。 

さらに、米国や英国を中心とした諸外国にお

ける飲料水水質規制の枠組みと水質異常時の

対応について調査を行った。 

2. 水道汚染物質の急性/亜急性評価値に関す

る研究 

米国 EPA のホームページや関連文献等を参

考に、急性/亜急性評価値の設定方法等につい

て調査を行った。次に、日本の基準項目のうち、

健康に関する項目について、割当率、体重及び

飲水量のみで換算した評価値を試算した。 

3. カルバ―メート系農薬の複合曝露評価に関

する研究 

水質管理目標設定項目の対象農薬のうち、カ

ルバメート系除草剤/殺虫剤及びチオカルバメ

ート系除草剤、計 13 物質を対象として、主に

ChE 阻害作用に関する情報を収集、整理した上

で、HI 法及び RPF 法による評価を行った。各

物質の曝露量については、平成 23 年度の水道

統計データより、浄水中の最高濃度を用いた。 

4. 長鎖パーフルオロカルボン酸類の毒性発現

の違いに関する研究 

PFDoA の反復投与毒性・生殖発生毒性併合

試験で採取した血清サンプル中の PFCA 濃度

を測定した。 

標準物質および試薬 

PFCA 類： PFDoA、パーフルオロテトラデカン酸 

(PFTeDA) 、 パ ー フ ル オ ロ ヘ キ サ デ カ ン 酸

(PFHxDA)およびパーフルオロオクタデカン酸 
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(PFOcDA)は Exfluor Research Corporation が合

成したものを使用した。各 10mg を採り、アセトンで

10mL とし、各溶液の 1mL をメスフラスコに採り、メ

タノールで 100 倍に希釈した。表 1 に示したその

他の PFCA 類 (2mg/L メタノール溶液)はウェリント

ンラボオラトリー社（PFC-MXA）から購入した。 

サロゲート溶液：パーフルオロオクタン酸の 2 重水

素体（PFOA-13C2、ウェリントンラボラトリー製、

MPFOA）10mg を採り、メタノールで 10mL とした。

その溶液 1mL をメスフラスコに採り、メタノールで

1000 倍希釈し、1μg/mL の溶液を調製した。 

0.5M 硫酸水素テトラブチルアンモニウム（TBAS）

溶液：TBAS の試薬特級（和光純薬）17.0g を採り、

精製水で 80mL にし、水酸化ナトリウムで pH10 と

した後、全量を 100mL とした。 

0.25M 炭酸ナトリウム：試薬特級（和光純薬）5.3g

を採り、精製水で全量を 200mL にした。 

メチルターシャリーブチルエーテル（MTBE）：水

質試験用（関東化学） 

酢酸アンモニウム：試薬特級（和光純薬） 

精製水：水道水を純水製造装置 Elix UV5（ミリポ

ア製）で処理した。 

メタノール：残留農薬試験用（和光純薬） 

アセトニトリル：高速液体クロマトグラフィー用 

窒素ガス 

LC/MS/MS の分析条件 

本実験に用いた LC/MS/MS の LC 部は Acquity 

SDS （ ウ ォ ー タ ー ズ 製 ） 、 MS/MS 部 は

Xevo-TQMS（ウォーターズ製）であった。LC 部の

分析条件はつぎのとおりであった。カラム：BEH 

C18 （粒径 1.7μm、 2.1 x 50 mm）、移動相：A 液

10mM 酢酸アンモニウム－CH3CN（10:90）、B 液

10ｍM 酢酸アンモニウム。グラジエント分析の条

件：A 液 40％で 1 分間保持し、10 分後に A 液

100％になるようにグラジエントをかけ、15 分まで

保持し、15.01 分から 20 分まで A 液 40％とした。

カラム温度：40℃、試料注入量：5μL。MS/MS 部

の分析条件はつぎのとおりであった。キャピラリー

電圧：1.5kV、イオン源温度：120℃、脱溶媒温度：

350 ℃ 、 コ ー ン ガ ス ： 0.15L/hr 、 脱 溶 媒 ガ ス ：

650L/hr、検出器電圧：650V。その他の分析条件

は表 1 に示すとおりであった。 

分岐型 PFCA の測定も行った。逆相系 ODS カ

ラムを用いた場合、それら分岐鎖 PFCA の保持時

間は、直鎖PFCAの保持時間より若干短くなること

が知られている。本研究においても、各直鎖

PFCA のすぐ手前に、親イオン>娘イオンが同じ複

数のピークが認められた。分岐鎖の標準品は入

手できなかったため、直鎖 PFCs のピーク面積に

基づき分岐鎖 PFCA を定量した。 

試験溶液の調製 

血清 200μL を共栓ガラス製スピッツに採り、サロ

ゲート溶液 1μg/mL をマイクロシリンジで 10μL

添加した。ついで、メタノール 400μL を加え、攪

はん後 5 分間放置し、除タンパクを行った。TBAS

（pH10）200μL および 0.25M 炭酸ナトリウム 400

μL を添加し、攪はん後 2 分間放置し、PFCs と

TBAS のイオンペアを形成させた。さらに、MTBE

約 2mL を添加し、ミキサーで 1 分間攪はん後、

10℃、3500rpm で 10 分間遠心分離し、MTBE 層

を共栓ガラス製スピッツに分取した。再度、MTBE

約 2mL をスピッツに加え、ミキサーで 1 分間攪は

ん後、10℃、3500rpm で 10 分間遠心分離し、

MTBE 層を分取し、先の MTBE 層と合わせた。

MTBE 層を窒素気流下で乾固し、メタノール

0.2mL を加え、充分に攪はんし、これを試験溶液

とした。 

反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験で、投与

に使用した被験物質内の PFCA 含量を調べた。

被験物質 10mg をアセトン 10ｍL に溶解したのち、

その 1mL を正確にとり、メタノールで 100 倍希釈し、

1mg/L 溶液を調製し、LC/MS/MS で測定した。 

5. 複数曝露経路を考慮に入れた経口換算総曝

露量および割当率の推定に関する研究 

水道水質基準における評価値と水への割当

率を合理的に算出する方法を提案するため、ク



83 
 

ロロホルム（トリクロロメタン、TCM）を題

材にして、１）経口換算の総曝露量を生理学的

薬物動力学モデル (PBPK モデル)を用いて推

定し、２）モンテカルロシミュレーションによ

り、TCM に関する総曝露量分布を複数経路別

に推定した。さらに、リスク評価に基づいた、

水道水質基準における評価値と水への割当率

と間接飲水量を推定した。なお、PBPK モデ

ル推定結果の妥当性は、シャワーによる TCM

曝露後の肺胞内空気中濃度、およびシャワーに

よる曝露後の TCM 血中濃度に関する２つの

文献の測定値との比較によって確認した。 

倫理面への配慮 

本研究では、ラットの血清中濃度を測定してい

るが、実験動物に対する動物愛護等を配慮して

実施した過去の別研究で採取した試料を用いて

いるので、該当しない。 

 

C. 研究結果 

1. 水質事故等による水質基準値超過時の対応

に関する検討 

①現行における水質異常時の対応について 

水道事業者には、水道法第 15 条第２項によ

り、災害その他正当な理由があってやむを得な

い場合等を除き、水道の需要者（利用者）に対

する常時給水義務が課せられている。給水の緊

急停止については、水道法第 23 条第１項に

「水道事業者は、その供給する水が人の健康を

害するおそれがあることを知つたときは、直ち

に給水を停止し、かつ、その水を使用すること

が危険である旨を関係者に周知させる措置を

講じなければならない。」とされている。 

水質異常時の対応としては、「水質基準に関

する省令の制定及び水道法施行規則の一部改

正等並びに水道水質管理における留意事項に

ついて」（平成 15 年 10 月 10 日健水発第

1010001 号厚生労働省健康局水道課長通知）

により、病原微生物による汚染の可能性を直接

的に示す項目やシアン及び水銀については、水

質基準を超過したことをもって水質異常時と

みて、基準超過が継続することが見込まれ、人

の健康を害する恐れがある場合には、直ちに取

水及び給水の緊急停止を講じ、かつ、その旨を

関係者に周知させる措置を講じることとされ

ているが、ホルムアルデヒドのように長期的な

影響を考慮して基準設定がなされている項目

については、基準値超過が継続すると見込まれ

る場合を水質異常時とみて所要の対応を図る

べきとされている。 

平成 23 年３月に発生した東電福島第一原

発からの放射性物質の大量放出時には、放射性

ヨウ素等が原子力安全委員会の指標等を超過

し又は超過するおそれが生じたことから、摂取

制限を行いながら給水を継続する措置をとっ

た。これは、原子力安全委員会の指標等が放射

性物質による長期影響を考慮して設定されて

おり、長期間にわたる摂取量と比較して評価す

べきものであること、生活用水としての利用に

は問題はなく、代替となる飲用水の供給が容易

に受けられない状況で、水を飲むことができな

いことによる健康影響が懸念されたこと等を

考慮したものである。 

②給水継続・停止と摂取制限に関する利点・欠

点 

突発的な水質異常があった場合において、給

水継続（摂取制限あり・なし）あるいは給水停

止などの対応を行う場合の主な利点と欠点に

ついて、表 2 に整理した。また、水質事故時の

復旧にかかる時間について、いくつかの例にお

いてシミュレーションを行ったところ、摂取制

限による給水を継続する場合、多くのケースに

おいては水質事故検出から、短ければ数日間、

長くとも１ヶ月程度で復旧が可能と推定され

た。ただし、給水停止による長期の断水等の自

体が起きた際は、復旧にはさらに長い時間がか

かる場合がある。 
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③諸外国の状況について 

1) 米国の飲料水水質規制の枠組みと水質異常

時の対応状況 

米国では、国レベルで、第 1 種飲料水規則（主

に健康に関連する項目）及び第 2 種飲料水規則

（快適性に関連する項目）が定められている。

第 1 種飲料水規則のうち、特に健康に関連する

項目に法的拘束力がある。これらの項目の規則

違反時には、原則的に Tier1 から 3 までの３段

階について対応が定められている（表 3）。い

ずれの場合も、国レベルでは給水停止は定めら

れていない。ただし、法的拘束力のある基準の

施行の責任は州に与えられていることから、特

に短期曝露により健康への深刻な悪影響がで

る可能性がある場合については州の監督機関

と協議を行うことが求められている。 

基準項目毎に潜在的な健康影響等に関する

情報が整理されており、また、高リスクとなる

対象、代替給水を利用する必要性、消費者が取

ることのできる行動（煮沸など）を示すことが

求められている。特に、病院患者、労働者、ホ

テル滞在者などに対しても配慮が求められて

いる。 

2) 英国の飲料水水質規制の枠組みと水質異常

時の対応  

英国では、EU 加盟国すべてに適用される

European Drinking Water Directive に準拠

し、The Water Industry Act(1991)において基

準値を発効し、水道事業体の責務と飲料水検査

官事務所（ Drinking Water Inspectorate, 

DWI)の権限を規定した。現在は、関連法を The 

Water Act(2003)に統合し、主任検査官（Chief 

Inspector）を任命し、DWI の権限を拡大して

いる。 

水質基準不適合時の対応は、Water Supply 

(Water Quality) Regulations 2000（水質規則）

で定めており、不適合の原因と範囲、基準から

の逸脱状況等とその措置を明確化し、給水区域

の住民全員と被害を受ける可能性のある住民

に文書で注意喚起することとしている。同時に、

国務大臣及び関係自治体へも通知することが

求められる。基準不適合水の給水は、健康的な

生活のための給水維持の必要性があり、給水維

持に他の手段がなく、健康に対する潜在影響が

ない場合に、水道事業者の申請に対して国務大

臣による許可が出される。（但し、原則として

期間は３年以内とされる。） 

水質異常の場合には、給水停止により衛生環

境が悪化する健康リスク等を回避するため、状

況に応じて、DNU (使用不可), DND (飲料・調

理への使用不可), BWA (煮沸勧告)の３つのい

ずれかの勧告を出し、必要に応じて代替給水を

行い、一般的には、その間も給水を継続する（表

4）。 

その他の国の情報については収集中である

が、これまでのところ、水道水を直接飲用する

ことが少ないなど文化的な違いが作用してい

る可能性は否定できないものの、用途制限や煮

沸勧告、広報で対応することが多い。 

2. 水道汚染物質の急性/亜急性評価値に関す

る研究 

①米国における急性/亜急性評価値 

米国 EPA では、Drinking Water Health 

Advisory (HA) Program において、飲料水汚染物

質の環境特性、健康影響、分析手法や処理技術

に関する情報を提供しており、その中で、いく

つかの特定の曝露期間について有害な健康影

響が起こらないと予測される濃度を設定して

いる (表 5)。その濃度は Health Advisory (HA)

とよばれ、法的な強制力はないものの、突発的

な流出や汚染が起きた際に、公衆の健康を守る

ために、連邦政府、州そして地方政府の当局者

や公共用水システムの管理者を支援するため

の非公式なテクニカルガイダンスとして機能

している。 
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HA (mg/L)は下記の式で算出される。対象集

団や割当率は表 5 に示した通りである。 

 

N[L]OAEL (mg/kg/day) x 体重 (kg) 

不確実係数 x 飲水量 (L/day) 

 

HA のうち、急性/亜急性評価値に相当する

One-day/Ten-day HA は、体重あたりの飲水量の

最も大きい、小児 (およそ 1 歳)を対象とし、

体重を 10 kg、飲水量を 1L/kg として値が算出

されている。また、慢性評価値とは異なり、割

当率を 100％としていることも大きな特徴と

いえる。 

②割当率、体重及び飲水量に基づいた成人及び

小児相当値の試算 

日本の基準値設定項目の健康に関する項目

うち、基準値の根拠として TDI が設定された

16 項目について、HA の考え方に基づき、割当

率を 100％とした時の値 (成人相当値)と、割当

率を 100％とした上で小児の体重 (10kg)及び

飲水量 (1L/day)を用いた場合の値 (小児相当

値)を算出した。 

表 6 に示した通り、割当率を 10％として基

準値が算出された 6 物質 (1~6)は、成人相当値

は基準値の 10 倍、小児相当値は 4 倍高い値と

なる。割当率が 20％とされた消毒副生成物 

(7~13)については、成人相当値は基準値の 5倍、

小児相当値は 2 倍高い値となった。このように、

基準値を設定する際に採用された割当率が高

ければ高い程、試算値は基準値に近い値となり、

特にホウ素及びその化合物 (14)の小児相当値

は基準値と同じ値に、また、トリクロロエチレ

ンと塩素酸の小児相当値は基準値よりも低い

値となった。 

3. カルバ―メート系農薬の複合曝露評価に関

する研究 

1) Hazard index (HI)法による評価 

カルバメート系農薬13種についてHI法によ

る評価を行った結果を表 7 に示す。HI は 0.193

と算出された。 

2) Relative Potency Factor (RPF)法による評価 

主としてChE阻害作用に関して情報収集を

行った結果、最も多くの毒性情報を入手するこ

とのできたカルバリルをインデックス物質と

することが適切と考えられた。毒性情報の量は

物質によって大きく異なることから、13物質す

べてについて同じ指標を基にRPFを求めるこ

とは困難である。そこで、物質毎に最も適切な

指標値を選択し、カルバリルに関しても同等の

指標値を求めた上で毒性強度を比較しRPFを

算出することとした。各物質のRPFの算出方法

を以下に示す。 

① カルバリル (NAC) 

米国 EPA による N-メチルカルバメート類の複

合曝露評価の対象物質である。米国EPAでは、

雄ラットの脳の ChE 阻害作用に関するベンチ

マークドース (BMD10) = 1.58 mg/kg を基に

RPF が算出された。EPA では、農薬登録時に提

出されたデータに加え、分析法、用量反応性や

回復性などに関する追加データを基に、ラット

における脳の ChE 阻害作用について最大作用

時の BMD10が求めていることから、EPA の複

合曝露評価の対象となっているカルバリル、カ

ルボフラン、メソミル及びチオジカルブに関し

ては、EPA による RPF 算出のベースとなった

BMD10 をそのまま用いて RPF を算出すること

とした。 

② イソプロカルブ(MIPC) 

ラット及びマウスを用いた亜急性毒性試験に

おいて、白血球増多症、貧血症及び ChE 阻害

作用が認められ、NOEL はそれぞれ 2 mg/kg/day

及び 12 mg/kg/day (LOEL は 25 mg/kg/day 及び

100 mg/kg/day)と報告されている。カルバリル

の 13 週間神経毒性試験では、ChE 阻害作用に

関する NOEL は 1 mg/kg/day と報告されている

ことから、RPF は 0.5 と算出された。 

x 割当率(%) 
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③ フェノブカルブ(BPMC) 

雄ラットに 23.1～208 mg/kg を強制経口投与し

た試験において、0.5～24 時間後に測定した脳

の ChE 活性が報告されている。この試験の結

果から ChE 阻害作用に関する ED50 は 245 

mg/kg と算出された。同様の方法で行われた試

験の結果から、ラットにおけるカルバリルの脳

の ChE 阻害作用に関する ED50 は 27.47 mg/kg

と算出されたことから、フェノブカルブの RPF

は 0.11 となった。 

④ カルボフラン (カルボスルファン代謝物) 

米国 EPA によって算出された雄ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 0.10 mg/kg を

上述のカルバミルの BMD10=1.58 mg/kg/day と

比較し、カルボフランの RPF は 0.06 と算出さ

れた。 

⑤ ベンフラカルブ 

ラット、マウスやイヌなどに投与を行い、脳、

血漿や血球中の活性を調べた多くの企業デー

タが EFSA によって公表されている。雄ラット

に 65~241 mg/kg を強制経口投与し、24 時間後

に測定した脳の ChE 活性から ED50 は 77.7 

mg/kg と算出された。この試験では投与後 24

時間以前のデータがないため、カルバリルの投

与 24時間後のChE活性阻害作用に関するED50 

(266 mg/kg/day)と比較したところ、RPF は 3.4

と算出された。 

⑥ メソミル 

米国 EPA により算出されたラットの脳の ChE

阻害作用に関する BMD10 = 0.36 mg/kg を上述

のカルバミルの BMD10=1.58 mg/kg/day と比較

し、メソミルの RPF は 4.39 と算出された。 

⑦ チオジカルブ 

米国 EPA により算出されたラットの脳の ChE

阻害作用に関する BMD10 = 0.27 mg/kg をカル

バミルの BMD10=1.58 mg/kg/day と比較し、チ

オジカルブの RPF は 5.85 と算出された。 

⑧ チオベンカルブ 

ラットの 90 日間混餌投与試験及び 2 年間混餌

投与試験、イヌの 28 日間経口投与試験及び 1

年間経口投与試験において、血漿、赤血球や脳

の ChE 活性に明確な影響は認められていない

ことから、ChE 阻害作用を対象とした複合曝露

評価の対象物質とすることはできない。 

⑨ エスプロカルブ 

ラットの単回強制経口投与試験や 90 日間混餌

投与試験では、赤血球及び脳の ChE 活性阻害

は認められなかったことから、ChE 阻害作用を

対象とした複合曝露評価の対象物質とするべ

きではないと判断された。 

⑩ モリネート 

ラットの急性神経毒性試験、90 日間及び 2 年

間混餌試験等で脳もしくは赤血球の ChE 活性

が阻害されたことが報告されているものの、こ

れらの試験における ChE 活性値やその変化率

等の情報は得られなかった。急性神経毒性試験

では、350 mg/kg 投与群の雌で脳の ChE 活性阻

害が認められ、NOEL は 100 mg/kg と報告され

ている。カルバリルの単回強制経口投与試験に

おける NOEL [50 mg/kg (ラット、投与 24 時間

後の脳の ChE 阻害作用)]と比較した結果、RPF

は 0.5 と算出された。 

⑪ ピリブチカルブ 

ラットの 13 週間混餌投与試験では、最高用量

群 (367 mg/kg/day)の雌で血漿 ChE 活性の低下

が認められたが、脳や赤血球の ChE 活性の低

下は認められなかった。ラットの 2 年間混餌投

与試験では、197~233 mg/kg/day 投与群の雌雄

において血漿ChE活性が低下したが、脳のChE

活性に関しては、197 mg/kg/day 投与群の雄で

軽度な低下 (8%)が認められたのみであった。

なお、ラットの 90 日間反復投与神経毒性試験 

(混餌投与、~ 314 mg/kg/day)及びイヌの 90 日間

混餌投与試験 (~134 mg/kg/day)では、血漿や脳

の ChE 活性の低下は認められていない。以上

の報告から、ピリブチカルブは ChE 阻害作用
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を対象とした複合曝露評価の対象物質とする

べきではないと判断された。 

⑫ テルブカルブ (MBPMC) 

脳や赤血球中の ChE 活性への影響に関する情

報は報告されていないが、ラット及びマウスを

用いた 3 か月間混餌試験では最高用量群でも

一般状態に異常は見られず、さらに、テルブカ

ルブをラットに 28 日間混餌投与した試験では、

最高用量群 (943-996 mg/kg/day)でも血清中の

AChE 活性に影響は見られていないことから、

テルブカルブは、ChE 阻害作用を対象とした複

合曝露評価の対象物質とするべきではないと

判断された。 

⑬ ジメピペレート 

脳、赤血球や血漿中の ChE 活性への影響に関

する報告は認められなかったが、マウス、ラッ

ト、ウサギ及びモルモットを用いた一般薬理試

験の報告があり、マウスの試験において 1000 

mg/kg 以上の投与 (経口)により軽度の自発運

動の低下がみられ、ラットの試験では 200 

mg/kg 以上の投与(経口)により正常体温の低下

が見られた以外には特異な症状は見られなか

った。これらのことから、ジメピレートは ChE

阻害作用を対象とした複合曝露評価の対象物

質とするべきではないと判断された。 

表 8 に示した通り、RPF 法により求めたカル

バメート系農薬の総曝露量は 0.008 mg/L とな

った。カルバリルの ChE 阻害作用に関する

BMDL10 0.99 mg/kg/day を基に、不確実係数を

100、体重 50 kg、飲水量 2L/day、割当率 10％

とすると、カルバリルの ChE 阻害作用に基づ

く目標値は 0.025 mg/L となる。この値を用い

てカルバメート系農薬の ChE 阻害作用に基づ

くリスクを算出したところ、0.326 (0.008 ÷ 

0.025)となった。 

4. 長鎖パーフルオロカルボン酸類の毒性発現

の違いに関する研究 

PFDoA 投与ラットの血清中 PFCA 濃度 

0.1 mg/kg/day、0.5 mg/kg/day 及び 2.5 

mg/kg/day の PFDoA を投与した雄ラットの血

清中の直鎖 PFDoA 濃度は、それぞれ 1766 

ng/mL、5584 ng/mL 及び 251620 ng/mL であっ

た。雌では、それぞれ、1402 ng/mL、8720 ng/mL

及び 197300 ng/mL であった。 

PFDoA を投与したラットの血清中からは、

直鎖 PFDoA 以外の PFCA 類が検出されたが、

いずれの濃度も直鎖 PFDoAの 20分の 1未満で

あった。 

血清中 PFCA 濃度には性差が見られ、多く

の場合、雌より雄の濃度の方が高かった。特に、

直鎖 PFOA、直鎖 PFNA、分岐鎖 PFDA、分岐

鎖 PFUdA 及び分岐鎖 PFTeDA については顕著

な性差が見られ、また、投与量が多い程、性差

は大きかった。 

被験物質中の PFCA 含量 

PFDoA の被験物質からは、不純物として、直鎖

型 PFOA、PFNA、PFDA、PFUdA、PFTrDA、

PFTeDA、分岐型 PFDeA、PFUdA、PFDoA、

PFTrDA、PFTeDA が検出された。直鎖 PFTeDA

の含有量 (0.19%)が最も高く、次いで直鎖 PFNA 

(0.05%)、直鎖 PFDA (0.05%)及び分岐鎖

PFTrDA (0.05%)の含有量が高かった。 

5. 複数曝露経路を考慮に入れた経口換算総曝

露量および割当率の推定に関する研究 

構築した PBPK モデルを基にモンテカルロ

法を用いて、経口換算総曝露量の分布を求めた。

水道水のクロロホルム濃度が水質基準値 0.06 

mg/L の時の経口換算総曝露量の分布を図 1 に

示す。分布の中央値、95%値はそれぞれ 4.4 と

7.1 µg/(kg d)であり、TDI の 12.9µg/(kg d) より

低かった。経口換算総曝露量が TDI を超える割

合は 0.06%と推定され、水道水質基準値 0.06 

mg/L の水を飲用・使用したとしても、TDI に対し

て十分な曝露マージンが存在することが示された。

また、95%値＝TDI となるようなクロロホルム

濃度は 0.110 mg/L であった(図 1 における破
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線)。分布の 95％値の総曝露量は TDI である

12.9 µg/(kg d)に一致し、50％値の総曝露量は

8 µg/(kg d)である。図 2 は 95％値である総曝

露 12.9 µg/(kg d)の内訳と、50％値の 8 µg/(kg 

d)の総曝露の内訳を示している。体重 50 kg で

飲水量 2 L/日の水の飲用は TDI の 34%を占め

ていることがわかる。この割合は、水道水質基

準評価値の算定に使われている 20%の 1.5 倍

であった。 

 

D. 考察 

1. 水質事故等による水質基準値超過時の対応

に関する検討 

日本における現行の水質異常時の対応につ

いて検討した結果、ホルムアルデヒドのように

長期的な健康影響（慢性毒性）を考慮して基準

設定がなされている項目については、基準値を

超えていることが明らかになった場合、「直ち

に原因究明を行い所要の低減化対策を実施す

ることにより、基準を満たす水質を確保すべき」

とされている。そのうえで、基準値超過が継続

すると見込まれる場合には、水質異常時として

所要の対応をすることとされている。この所要

の対応には「基準値超過が継続することが見込

まれ、人の健康を害するおそれがある場合には、

取水及び給水の緊急停止措置を講じ」ることと

されている。現時点における科学的知見による

リスク評価に基づく基準設定方法から考える

と、慢性毒性物質を水道水由来で経口摂取する

ことにより人の健康を害するおそれがあるの

は、基準値と同じ水質であれば、長期（影響が

発現する期間は個人差もあり明確に示すこと

はできないが、一生涯に近い期間）にわたり摂

取を続けた場合であると考えられる。従って、

慢性毒性のみを考慮して基準が設定された化

学物質においては、短期的にある程度の基準値

を超えても人の健康を害するおそれはないだ

ろうと考えられる。しかし一方、基準値を超え

た際に、短期的に基準値を超えても短期的な摂

取による健康影響の懸念がないレベルに関し

て、十分なリスク評価が行われているわけでは

ない。従って、急性/亜急性の摂取による健康

影響の評価値に関する情報を整理することは

重要と考えられた。 

諸外国として重点的に検討を行った米国と

英国の例においては、基準値超過や規則違反、

あるいは緊急事態のレベルによって、対応を変

えている。米国の例で示したように、短期曝露

により深刻な健康影響が出る場合は、異常事態

に気づいてから 24 時間以内に住民などへの広

報義務がある。しかし、深刻な健康影響が見ら

れない基準項目違反の場合は、違反に気づいて

から 30 日以内、あるいは１年以内の広報義務、

というようにリスクの大きさに応じた対応を

取っている。英国も同様に健康影響の深刻さに

よって、使用不可、摂取不可、煮沸勧告という

異なるレベルの対応を取っている。いずれの場

合も、給水停止により防ぐことができる健康影

響と、給水停止を行うことで都市機能の一部が

失われることや衛生環境が悪化することとの

バランスを考慮した対応だと考えられる。 

次に、突発的な水質異常があった場合におい

て、給水継続あるいは給水停止などの対応を行

う場合の主な利点と欠点について整理した。そ

の結果、大規模な都市においては、水道水の供

給は基幹的な役割を果たしていることも含め

て、給水停止措置および給水停止後の復旧措置

は、原則的に非常に大きな困難を伴うと考えら

れた。 

以上より、大規模な水質事故などにより水質

異常が生じた場合、摂取制限等の対応を行いつ

つ給水を継続することは、利用者の安全確保、

利便性の確保のみならず、都市機能の維持、公

衆衛生の維持の上からも、必要な選択肢である

と考えられた。しかし同時に、この対応は、水

道の安全性を確保した上で給水停止を可能な
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限り回避することにより、利用者への負担を軽

減するための手段であり、水道事業者等が安易

に行うべきものではなく、これまでの水道事業

者等の水道水への安全確保に対する取り組み

を交代させるものであってはならないといえ

る。 

2. 水道汚染物質の急性/亜急性評価値に関す

る研究 

水道汚染物質に関する急性/亜急性評価値に

関して、米国 EPA による HA を中心に、設定

方法等について調査を行い、日本の基準項目に

ついて割当率、体重及び飲水量のみで換算した

評価値を試算した。算出した小児相当値を米国

の One-day/Ten-day HA と比較すると、ブロモ

ホルムの小児相当値 (0.18 mg/L)は Ten-day HA 

(0.2 mg/L)とほぼ同じ値となったものの、その

他のすべての項目については、One-day/Ten-day 

HA よりも小児相当値の方が高い値となった。 

基準値は、生涯曝露を想定した値であり、

慢性曝露データがない場合には、発がん性や投

与期間の不十分さを考慮した追加の不確実係

数が適用されている。エンドポイントとしても

腫瘍性病変など、短期間の曝露では起こりえな

いような変化を根拠にしているケースが見ら

れる。急性/亜急性評価値を算出するためには、

最新の毒性情報を収集及び整理した上で、すべ

ての毒性プロファイルを再評価し、それぞれの

変化が短期間曝露で起こりうるものなのか判

断する必要があるだろう。 

3. カルバ―メート系農薬の複合曝露評価に関

する研究 

13種のカルバメート系農薬についてHI法及

び RPF 法による評価を行った。カルバリル、

カルボフラン、メソミル及びチオジカルブ以外

のカルバメート系農薬については、ChE 阻害作

用の用量反応性に関する十分なデータが得ら

れず、BMD 法を適用することはできなかった。

また、ベンフラカルブについては、投与後 24

時間以内の ChE 阻害作用に関する情報は得ら

れず、フェノブカルブに関しては雌ラットのデ

ータを得ることができなかった。さらに、イソ

プロカルブとモリネートに関しては、投与後の

ChE 活性測定値を入手できなかったことから、

NOEL を基に RPF を算出した。 

RPF 法により算出されたカルバメート系農

薬の ChE 阻害作用に基づくリスク (0.326)は、

HI 法によって算出された値 (0.193)よりも大

きい値となった。この結果は、HI 法は必ずし

も保守的な方法ではない可能性を示唆してい

るが、上述の通り、カルバメート系農薬の ChE

阻害作用に関しては、十分なデータが得られて

おらず、より信頼性の高い RPF を算出するた

めには用量反応性や回復性に関してさらなる

データが必要である。 

4. 長鎖パーフルオロカルボン酸類の毒性発現

の違いに関する研究 

長鎖 PFCA の毒性強度の違いの要因を明らか

にするために、PFDoA を投与したラットの血清中

PFCA 濃度を測定した。直鎖 PFDoA の血清中濃

度は、投与量の増加に伴い増加し、特に 0.5 

mg/kg/day と 2.5 mg/kg/day 投与群の血清中濃度

の比(20 倍以上)は、投与量の比 (5 倍)よりも大き

かった。直鎖 PFDoA の体内動態に関する情報は

報告されていないが、炭素数 6～13 の PFCA アン

モニウム塩の混合物である S-111-S- WB に関する

ラットの亜慢性毒性試験では、PFUdA (C11)及び

PFTrDA (C13)が胆管を介して糞中に排泄された

ことが報告されている。PFDoA の反復投与毒性・

生殖発生毒性併合試験では、2.5 mg/kg/day 投与

群において炎症性胆汁鬱滞を示唆する様々な変

化が観察されたことから、2.5 mg/kg/day 投与群で

は直鎖 PFDoA の体外排出が阻害されたのかも

しれない。 

本研究の結果を、我々がこれまでに測定した

PFOcDA (C18)投与ラットの血清中直鎖 PFOcDA

濃度と比較した。2.5 mg PFDoA/kg/day 投与群の
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血清中直鎖 PFDoA 濃度は、1000 mg 

PFOcDA/kg/day 投与群の血清中直鎖 PFOcDA

濃度の 4000～7000 倍高く、長鎖 PFCA 類の炭素

鎖依存的な毒性強度の違いには、薬物動態学的

な要因が関与している可能性が示唆された。一

方、同等の毒性影響が観察された 0.5 mg 

PFDoA/kg/day 投与群と 200 mg PFOcDA /kg/day

投与群の血清中の標的 PFCA 濃度 (それぞれ直

鎖 PFDoA 及び直鎖 PFOcDA)を比較しても、150

倍以上の違いが見られたことから、毒性強度の差

は標的 PFCA の血中濃度の違いのみでは説明で

きないと考えられた。 

5. 複数曝露経路を考慮に入れた経口換算総曝

露量および割当率の推定に関する研究 

図 2 の経口換算総曝露量内訳において、95％

値の時、総曝露量は TDI に一致しているが、

このような高曝露群では吸入曝露が全曝露量

の 53%を占めていた。この吸入曝露のほとん

どは水道水の揮発由来である。経皮曝露の割合

は 3%と低かった。経皮曝露の割合が低い理由

としては、１）高い経皮曝露割合を示していた

従来データは潜在用量で算定していること、２）

さらに従来データでは高い値の皮膚透過係数

を使っていたこと、３）高曝露は吸入濃度が高

いことによって生じるため相対的に経皮曝露

割合が小さくなることによると思われた。水道

水由来の食事や吸入、経皮経由の曝露量は総曝

露量の 65%を占め、間接飲水量に換算すると 4 

L/日であった。したがって直接飲水量の 2 L/

日と合わせると、飲水量換算総量は 6 L/日であ

り、総曝露の 99%を占めていた。 

本研究では、水道水飲水量の 2L/日の固定値

を用いたが、今後は実飲水量分布を用いた算定

が必要である。さらには、本研究で示した方法

を他の基準項目の物質について適用し、割当率

や間接飲水量の妥当性を検証する必要がある。 

E. 結論 

リスク管理に関する研究として、突発的水質

事故等による水質異常時の対応に関する検討

を行った。まず、日本の水質異常時の水道の対

応について整理した。現行では、健康影響を考

慮して設定された水質基準項目の水質異常時

においては、基準値超過が継続すると見込まれ、

人の健康を害する恐れがある場合には、取水及

び給水の緊急停止を講じることとされている。

この中には、ホルムアルデヒドのように長期的

な健康影響（慢性毒性）を考慮して設定された

項目も含まれる。このため、現行の対応におい

ては、(1) 慢性毒性を考慮して設定された項目

が基準値を超えた際に「人の健康を害する恐れ」

があるかどうかを判断することが難しい、(2) 

摂取制限を行いながら給水継続をすることで

給水停止を回避するというような柔軟な対応

が取りにくい、という問題点があることが示さ

れた。 

次に、米国、英国など諸外国における水質異

常時の対応について調査した結果、米国、英国

等では原則給水停止を行わず使用制限等によ

って給水を継続すること、その理由としてトイ

レ用水、消防用水等の確保による衛生状態や都

市機能の維持を重視していること、また、住民

への通知・広報対策を重視していること等が示

された。 

また、水道汚染物質に関する急性/亜急性評

価値に関して、米国環境保護庁による健康に関

する勧告値を中心に、設定方法や根拠について

調査を行い、日本の基準項目について割当率、

体重及び飲水量のみで換算した評価値を試算

した。 

以上の検討により、摂取制限等を行いつつ給

水を継続することを水質異常時対応の選択肢

に加えることは、公衆衛生・都市機能の維持の

面からも重要であると考えられた。 

なお、これらの研究成果は厚生科学審議会生

活環境水道部会、水質基準逐次改正検討会など

での検討資料として活用され、来年度以降も引
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き続き検討を進めていくこととなった。 

複合曝露評価に関する研究では、カルバメー

ト系農薬 13 種について HI 法及び RPF 法によ

る評価を行った。 

PFCA 類は、環境蓄積性汚染物質として知

られている。PFDoA を投与したラットの血中

濃度を測定した結果、長鎖 PFCA 類の炭素鎖依

存的な毒性強度の違いには、薬物動態学的な要

因が関与している可能性が示唆された。 

複数曝露経路を考慮に入れた曝露量評価で

は、PBPK モデルを用いて経口、吸入、経皮

からのクロロホルム総体内負荷量を算定し、経

口換算の総曝露量で表すことによって、経口

TDI との比較を可能にした。さらに、食品摂

取量や入浴時間などを変数としたモンテカル

ロシミュレーションを行うことで、経口換算総

曝露量の確率分布を求めた。現状の水質基準値

に一致する 0.06 mg/L のクロロホルム濃度の

水道水を２L/日飲用し、生活用水に使用した場

合でも、経口換算総曝露量が TDI を上回る確

率は低く、用量と TDI との間には十分なマー

ジンがあることが示された。総曝露量の 95%

値が TDI と一致する場合、水道水の割当率は

34%と推定された。 
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表 1. 測定対象の有機フッ素化合物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 給水継続・停止と摂取制限に関する主な利点・欠点 

 
広報 
活動 

主な利点 主な欠点 

給水継続 
（摂取制限なし） 

無 

・飲用水・生活用水の使
用が可能。 
・大きな社会的影響は回
避される。 
・広報や応急給水などの
業務増加なし。 

・水道利用者が状況を知らずに水道を使用し、
水道事業者の信用が低下するおそれ。 
・食品産業等が知らずに生産した製品に瑕疵が
生じるおそれ。 
＜留意点＞ 
・長期間飲用しても健康影響のおそれがない範
囲である必要。 
・分析上の誤差や間違いの可能性があり、再検
査の必要がある。 
・事態が継続した場合、対応が遅れる原因とな
る場合がある。（結局摂取制限や給水停止に至
った場合に、前もって水を貯めておくことが出
来ないなど） 

No PFCs PFCs
abbriviatio
n

LOQ
(ng/mL

)

tR
(min)

cone
(V)

collision
(V)

parent
ion

(m/z)

daught
er ion
(m/z)

1 perfluoro-n-pentanoic acid パーフルオロペンタン酸 PFPeA 1.00 1.9 20 10 263 219

2 perfluoro-n-hexanoic acid パーフルオロヘキサン酸 PFHxA 1.00 2.7 20 10 313 269

3 perfluoro-n-heptanoic acid パーフルオロヘプタン酸 PFHpA 1.00 3.7 20 10 363 319

4 perfluoro-n-octanoic acid パーフルオロオクタン酸 PFOA 1.00 4.6 20 10 413 369

5 perfluoro-n-[1,2-13C2]-octanoic acidパーフルオロオクタン酸 PFOA-13C2 1.00 4.6 20 10 415 370

6 perfluoro-n-nonanoic acid パーフルオロノナン酸 PFNA 1.00 5.5 20 10 463 419

7 perfluoro-n-decanoic acid パーフルオロデカン酸 PFDA 1.00 6.3 20 10 513 469

8 perfluoro-n-undecanoic acid パーフルオロウンデカン酸 PFUdA 1.00 7.0 20 10 563 519

9 perfluoro-n-docecanoic acid パーフルオロドデカン酸 PFDoA 1.00 7.8 20 10 613 569

10 perfluoro-n-tridecanoic acid パーフルオロトリデカン酸 PFTrDA 1.00 8.6 20 10 663 619

11 perfluoro-n-tetradecanoic acid パーフルオロテトラデカン酸PFTeDA 1.00 9.3 20 10 713 669

12 perfluoro-n-hexadecanoic acid パーフルオロヘキサデカン酸PFHxDA 1.00 10.5 20 10 813 769

13 perfluoro-n-octadecanoic acid パーフルオロオクタデカン酸PFOcDA 1.00 11.6 20 10 913 869

LOQ:定量下限値、ｔR:保持時間
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給水継続 
（摂取制限なし） 

有 

・飲用水・生活用水の使
用が可能。 
・大きな社会的影響は回
避される。 
・応急給水の業務増加な
し。 
・給排水管網の維持が可
能である。 
・水質が正常に戻った
際、給排水管網の洗浄を
行う必要がない。 

・広報、問い合わせ対応の作業が生じる。 
 
＜留意点＞ 
・短期間飲用しても健康影響のおそれがない範
囲である必要。 
・特に配慮が必要な対象（乳幼児、妊婦、病院、
食品産業等）がある場合は、十分な広報や連絡、
応急給水等の対応を行う必要がある。 
 

給水継続 
（摂取制限あり） 

有 

・水道利用者の健康影響
に係る不安が軽減され
る。 
・生活用水の使用が可
能。 
・社会的影響を可能な限
り回避できる。 
・給排水管網の維持が可
能である。 
・水質が清浄に戻った
際、給排水管網の洗浄を
行う必要がない。 

・摂取制限に関する広報、問い合わせ対応の作
業が生じる。 
 
＜留意点＞ 
・誤って飲用しても直接的健康影響のおそれが
ない範囲である必要。 
・特に配慮が必要な対象（乳幼児、妊婦、病院、
食品産業等）がある場合は、対応を行う必要が
ある。 
・飲用水を別途確保する必要がある。 
 (応急給水の準備が必要) 

給水停止 有 

・水道利用者の健康影響
のおそれ・不安が回避さ
れる。 
・水が出なくなるため、
利用者が誤飲するおそ
れは軽減される。 

・生活用水が確保出来ない（トイレ、手洗い、
洗濯、入浴、洗浄など）。 
・代替となる水が入手できない場合、著しい健
康影響が生ずる恐れがある（脱水症、熱中症な
ど）。 
・市民生活への影響が極めて大きく都市機能が
停止する（消防等）。 
・トイレ、手洗いができず、衛生状態が悪化す
るおそれがある。 
・各産業への影響が大きく、営業停止が起きる
恐れ（病院、消防、飲食店、食品生産、工場、
冷却水、空調、コンピュータ冷却不能による金
融機関等の混乱） 
・飲用水・生活用水を至急確保する必要がある。 
・管路、施設内部が負圧となり、管周辺からの
汚染が起こりうる。管路のさび等流出のおそ
れ。 
・給水再開時までに、取水した水の排水及び復
旧の膨大な作業が必要となる。 
・給水再開時、管路内の酸化状態回復までに時
間がかかる。（残留塩素が検出されにくくな
る。） 
・既に受水槽などに取り込まれている場合の対
応を検討する必要。 
・広報、問い合わせ対応の作業が生じる。 
・給水停止が長期に渡った場合は、都市機能の
回復が一層困難になる。 



96 
 

 

表 3 米国における段階(Tier) ごとの広報の方法について 
Tier（段階） 時期 広報の手段 

1:短期曝露により，深
刻な悪影響がでる可能
性がある場合（微生物、
硝酸態窒素等） 

違反を知ってから
可能な限り速やか
に(遅くとも 24 時
間以内) 

給水対象（住民＋一時滞在者）に 24 時間以内に届ける
ため，以下の 1つ以上の手段 
(1) 公共放送 (ラジオやテレビ) (2) ポスティング, 
(3) 手渡し, (4) その他州監督官庁から認められた方
法 
必要に応じ、ボトル水を配る場合がある。 
さらに、違反を知ってから 24 時間以内に、州の監督機
関あるいは EPA と協議を行い、追加して行うべき通知な
どについて決定すること。 

2:Tier 1 以外の全て
の基準項目違反（平均
で評価）、モニタリング
と測定基準に関する深
刻な違反（健康への影
響と違反継続期間を考
慮） 

(1)違反を知って
からできるだけ早
く (遅くとも30日
以内) 
(2)違反が続く場
合は，原則 3ヶ月
ごと。 

原則として文書による（違反期間の間、給水されている
人を対象とする） 
(1) 郵便かその他の配達による 
(2) 他の手段でも良いが，料金を支払わない人などにも

連絡可能な手法によること 
(3) ポスティングなど 

3:Tier 1,2 以外でのモ
ニタリングに関する違
反、測定手順に関する
違反など 

違反に気づいてか
ら 1年以内。 

原則として文書による(消費者信頼レポート(CCR)に記
載するのも可） 
定期的に給水を受けている人に連絡する。 

注）Tier1～3共通の措置として、全ての必要な広報通知が完了して 10 日以内に、住民通知規則を完全

に実施した証明を広報文書のコピーと共に州の監督機関に提出すること。 

 

 

 

表 4 英国における段階ごとの対応について 
勧告の種類 用途 対応 

DNU：  
Do not use for 
Drinking, Cooking or 
Washing. 

飲用・調理・洗浄
には使用不可 

DNU 勧告は極めてまれで、短期的曝露で健康被害を生じ
るレベルの除去困難な物質が浄水中に存在することに
疑いの余地がなく、さらに、平時の水質に復旧するまで
に長い期間（数時間や数日程度ではなく、数週間）を要
するとの証拠に疑いの余地がない場合に限られる。 

DND：  
Do not use for 
Drinking or Cooking. 

飲用・調理には使
用不可 
 

極端に濃度が高く短期曝露で健康影響が出るレベルと
判断されれば、飲用しないよう DND 勧告を出し、ボトル
水や給水車による代替給水を行う。 

BWA： 
Boil Water Advice: 
Boil before use for 
drinking and food 
preparation. 

飲用・調理には煮
沸 

具体的対応は、超過項目により異なるが、微生物の場合、
給水を継続しながら、直ちに煮沸勧告 BWA を出す。 
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表 5. HA プログラムにおいて設定されている健康に関する勧告値 
 

 曝露期間 対象* 割当率 影響 

One-day HA 1 日間以内 小児 100% 非発がん影響 

Ten-day HA 10 日以内 小児 100% 非発がん影響 

Longer-term HA 約 7 年間 小児 100% 非発がん影響 

 (生涯の 10％) 成人 100% 

Lifetime HA 生涯 成人 RSC factor 
(Default: 20%) 

非発がん影響 

Concentrations for cancer 
(10-4, 10-5 and 10-6 Risk levels) 

生涯 成人 - 発がん影響 

* 小児：体重 10kg, 1L/day  成人：70 kg, 2L/day、RSC: Relative source contribution 

 

 

 

 

 

表 6 割当率、体重及び飲水量に基づいた成人及び小児相当値の試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価値 割当率
1 カドミウム及びその化合物 0.003 TWI: 7 μg/kg/week 10% 0.03 (10) 0.012 (4)

2 セレン及びその化合物 0.01 TDI: 4 μg/kg/day 10% 0.1 (10) 0.04 (4)

3 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 TDI: 4.5 μg/kg/day 10% 0.1 (10) 0.04 (4)

4 四塩化炭素 0.002 TDI: 0.71 μg/kg/day 10% 0.02 (10) 0.008 (4)

5 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 TDI: 17 μg/kg/day 10% 0.4 (10) 0.16 (4)

6 ジクロロメタン 0.02 TDI: 6 μg/kg/day 10% 0.2 (10) 0.08 (4)

7 クロロ酢酸 0.02 TDI: 3.5 μg/kg/day 20% 0.1 (5) 0.04 (2)

8 クロロホルム 0.06 TDI: 12.9 μg/kg/day 20% 0.3 (5) 0.12 (2)

9 ブロモジクロロメタン 0.03 TDI: 6.1 μg/kg/day 20% 0.15 (5) 0.06 (2)

10 ジブロモクロロメタン 0.1 TDI: 21 μg/kg/day 20% 0.5 (5) 0.2 (2)

11 トリクロロ酢酸 0.2 TDI: 32.5 μg/kg/day 20% 1 (5) 0.4 (2)

12 ブロモホルム 0.09 TDI: 17.9 μg/kg/day 20% 0.45 (5) 0.18 (2)

13 ホルムアルデヒド 0.08 TDI: 15 μg/kg/day 20% 0.4 (5) 0.16 (2)

14 ホウ素及びその化合物 1 TDI: 96 μg/kg/day 40% 2.5 (2.5) 1 (1)

15 トリクロロエチレン 0.01 TDI: 1.46 μg/kg/day 70% 0.014* (1.4)

16 塩素酸 0.6 TDI: 30 μg/kg/day 80% 0.75 (1.3) 0.3 (0.5 ) 

*: 基準値と同様に成人の水由来曝露は5L/dayとして算出。小児の水由来曝露は2~3L/dayと仮定して算出。

0.005~ 0.007*
(0.5~0.7)

項目
日本の基準値

[mg/L]
基準値設定根拠 試算値 (基準値に対する比)

成人 [mg/L] 小児 [mg/L]
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表 7. 13 種のカルバメート系農薬を対象とした Hazard index (HI)法による評価 

  物質名 目標値 
(mg/L) 

浄水最高値 
(mg/L) 

Hazard quotient  
(HQ) 

1 カルバリル (NAC) 0.05 0.0005 0.01 

2 イソプロカルブ (MIPC) 0.01 0.0001 0.01 

3 フェノブカルブ (BPMC) 0.03 0.0004 0.013 

4 カルボフラン (カルボスルファン代謝物) 0.005 0.00019 0.038 

5 ベンフラカルブ 0.04 0.0004 0.01 

6 メソミル 0.03 0.0003 0.01 

7 チオジカルブ 0.08 0.0008 0.01 

8 チオベンカルブ 0.02 0.0002 0.01 

9 エスプロカルブ 0.03 0.0003 0.01 

10 モリネート 0.005 0.00021 0.042 

11 ピリブチカルブ 0.02 0.0002 0.01 

12 テルブカルブ (MBPMC) 0.02 0.0002 0.01 

13 ジメピペレート 0.003 0.00003 0.01 

  HI    0.193 

 

 

表 8. 13 種のカルバメート系農薬を対象とした Relative potency factor (RPF)法による評価 

  物質名 RPF 浄水最高値 
(mg/L) 

RPF × 浄水最高値 

1 カルバリル (NAC) 
[インデックス物質] 

1  
(index chemical) 

0.0005 0.0005 
 

2 イソプロカルブ (MIPC) 0.5 0.0001 0.00005 

3 フェノブカルブ (BPMC) 0.11 0.0004 0.000044 
4 カルボフラン  

(カルボスルファン代謝物) 
0.06 0.00019 0.00001140 

5 ベンフラカルブ 3.4 0.0004 0.00136 

6 メソミル 4.39 0.0003 0.001317 

7 チオジカルブ 5.85 0.0008 0.00468 

8 チオベンカルブ - 0.0002 - 

9 エスプロカルブ - 0.0003 - 

10 モリネート 0.5 0.00021 0.000105 

11 ピリブチカルブ - 0.0002 - 

12 テルブカルブ (MBPMC) - 0.0002 - 

13 ジメピペレート - 0.00003 - 

  合 計    0.00806740 
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図 1. クロロホルム(TCM)の経口換算総曝露量確率分布(モデルパラメーターPMPS A を使用) 

 [実線：水道水 TCM 濃度 = 0.06 mg/L, 破線：分布の 95%値 = 12.9µg/(kg d)と設定した時の結果] 

 

 

 

 

図 2. TCM の経口換算総曝露量とその内訳 (水道水 TCM 濃度 = 0.11 mg/L, 曝露量分布の 95%値 

= 12.9 µg/(kg d) (TDI)と設定した時の結果、モデルパラメーター PMPS A 使用) 
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